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新旧対照表 
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新 旧 
第６ 検診方法等 

検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とする。 
 

 
 
第８ 検診結果の報告及び通知 
１（略） 
２ 区市町村又は検診実施機関は、検診結果報告を基に、受診者宛

てに「子宮頸がん検診結果通知書（様式５号）」を作成し、精密検
査の必要性の有無を付し、受診者に速やかに通知する。 

  (1) 要精検：「子宮頸がん検診結果通知書（様式５号）」及び「子
宮頸がん検診精密検査依頼書兼結果報告書（様式６
号）」 

(2) （略） 
 
 
第９ 検診記録の整備及び精密検査結果の把握 
  １ （略） 
  ２ 子宮頸がん検診精密検査結果の把握 
    区市町村又は検診実施機関は、「子宮頸がん検診精密検査依

頼書兼結果報告書（様式６号）」等により精密検査実施医療機
関に精密検査を依頼するとともに、その結果を把握する。 

第６ 検診方法等 
検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とする。

必要に応じてコルポスコープ検査を行う。 
 
 
第８ 検診結果の報告及び通知 
１（略） 
２ 区市町村又は検診実施機関は、検診結果報告を基に、受診者宛

てに「子宮頸がん検診結果通知書（様式５号）」を作成し、精密検
査の必要性の有無を付し、受診者に速やかに通知する。 

  (1) 要精検：「子宮頸がん検診結果通知書（様式５号）」及び「子
宮頸部精密検査依頼書及び結果報告書（様式６号）」 

(2) （略） 
 
 
 
第９ 検診記録の整備及び精密検査結果の把握 
  １ （略） 
  ２ 子宮頸がん検診精密検査結果の把握 
    区市町村又は検診実施機関は、「子宮頸部精密検査依頼書及

び結果報告書（様式６号）」等により精密検査実施医療機関に
精密検査を依頼するとともに、その結果を把握する。 
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新 旧 
    なお、精密検査結果の区市町村又は検診実施機関への提供

については、個人情報保護法の例外事項として認められてい
る（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンスについて」（平成 29 年４月 14 日付個情第
534 号・医政発 0414 第６号・薬生発 0414 第１号・老発 0414
第１号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・
医薬・生活衛生局長・老健局長連名通知）による。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    なお、精密検査結果の区市町村又は検診実施機関への提供
については、個人情報保護法の例外事項として認められてい
る（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンスについて」（平成 29 年４月 14 日付個情第
534 号・医政発 0414 第６号・薬生発 0414 第１号・老発 0414
第１号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・
医薬・生活衛生局長・老健局長連名通知）による。）。 
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新 旧 
様式５号 

 
 

様式５号 
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新 旧 
様式６号 
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